平成２３年度における福祉施設の利用者の一般就労への移行及び
労働施策による支援の実績に関する調査表記入要領
１　施設名等
　○　「現在の施設（事業）種別」は、障害者自立支援法に基づく施設・事業種別を記入してください。
　（例）　障害者支援施設、就労移行支援事業、就労継続支援事業Ａ型、就労継続支援事業Ｂ型、自立訓練事業（機能訓練）、自立訓練事業（生活訓練）、生活介護事業
　○　新体系の多機能型の事業所は、各事業種別を列記してください。
　（例）　就労移行支援・就労継続支援（Ｂ型）

○　障害者支援施設の場合は、日中活動系の事業種別をかっこ書きで併記してください。
（例）　障害者支援施設（生活介護）
（例）　障害者支援施設（生活介護・自立訓練（生活訓練））
　○　「移行前の施設種別」は、移行する以前に運営していた旧・施設種別を記入してください。
（例）　知的障害者通所更生施設

（例）　知的障害者小規模通所授産施設

　○　「平成２３年度中に一般就労へ移行した人」は、「いない」に回答した施設（事業所）については、調査終了です。下欄の記入は不要です。
２　市町村（利用者の本来の住所地）

　○　右列の各欄の項目に該当する利用者の住所地が属する市町村を指します。

○　施設、グループホーム等に居住しているために、本来の住所地と現在の住所地が異なる場合は、住所地特例の取扱いに従い、本来の住所地が属する市町村（その人の援護の実施者となっている市町村＝障害者自立支援法で費用支弁義務を負うべき市町村）とします。
　○　利用者の住所地が県外の場合は、調査対象から除外してください。
　
３　施設を退所して一般就労した人数

　○　平成２３年度中（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間）において、施設（事業所）を退所して、一般就労した人の人数を記入してください。
○　一般就労した人の本来の住所地がある市町村（上記「２」の説明を参照。）ごとに人数を記入してください。（「４」以下の項目も同様。）
○　一般就労とは、一般に企業等に就職すること（就労継続支援（Ａ型）及び福祉工場の利用者となった場合を除きます。）及び在宅就労することをいいます。

○　勤務先との雇用関係を維持したまま休職し、リハビリ等のため調査対象施設を利用し、元の職場に復職した人は、含めないものとします。

　○　雇用契約に基づく就労であれば、アルバイトやパートも含めるものとします。ただし、雇用契約は締結していても、実質的に就労の実態がない場合は、含めないものとします。　
○　平成２３年度中に同じ人が複数回、一般就労した場合（就職→離職→就職を繰り返した場合）は、実人員の１人とします。（「４」以下の項目も同様。）

４　左のうち公共職業安定所経由で就職した人数
　○　前記の「施設を退所して一般就労した人数」のうち、公共職業安定所（ハローワーク）を経由して就職した人の人数を内数で記入してください。
　○　「５」「６」「７」についても、「左のうち、一般就労した人数」の欄には、「公共職業安定所経由」とあるのを、それぞれ「委託訓練「トライ！」の受講者数」、「トライアル雇用」の開始者」「職場適応援助者による支援を受けた人」に読み代えて、記載してください。
　　
５　委託訓練「トライ！」の受講者数

　○　平成２３年度中（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間）において、当該施設（事業所）の利用者で、委託訓練「トライ！」（神奈川障害者職業能力開発校が、企業・社会福祉法人・ＮＰＯ法人・民間教育訓練機関等に委託して行う３か月以内の職業訓練）を受けた人の人数を記入してください。（実際に一般就労に結びついたかどうかを問いません。）

６　「トライアル雇用」の開始者数
　○　平成２３年度中（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間）において、当該施設（事業所）の利用者で、「トライアル雇用」（事業主が、ハローワークに求職登録している障害者等を一定期間試行雇用（＝トライアル雇用）したときに、ハローワークから事業主に奨励金が支給される制度）を開始した人の人数を記入してください。（実際に一般就労に結びついたかどうかを問いません。）
７　職場適応援助者による支援を受けた人の数
　○　平成２３年度中（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間）において、当該施設（事業所）の利用者で、職場適応援助者（障害者の雇用の促進等に関する法律第20条第３号に規定する職場適用援助者）による支援を受けた人の人数を記入してください。（実際に一般就労に結びついたかどうかを問いません。）
８　その他
　○一般就労後も、特に事業所における継続的な支援が必要と認められ、一般就労と事業所の利用の双方の実態がある利用者がいる場合は、備考欄に人数を明記してください。






